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○多気町ハチ類駆除助成金交付要綱 

平成20年3月31日 

告示第58号 

改正 平成25年4月1日告示第48号 

平成27年10月1日告示第146号 

(目的) 

第1条 この要綱は、多気町補助金等交付規則(平成18年規則第37号)に基づき、町民に危害

を及ぼす恐れのあるハチ類の被害を最小限に防ぐため、ハチ類の駆除及びハチ類の巣の撤

去を行う者に対し助成し生活環境に資することを目的とする。 

(定義) 

第2条 この要綱において、ハチ類とは、オオスズメバチ、ヒメスズメバチ、キイロスズメ

バチ、クロスズメバチ、コガタスズメバチ、モンスズメバチ、チャイロスズメバチ、シダ

クロスズメバチ及び集団で行動するミツバチ類をいう。 

(助成対象) 

第3条 助成対象者は、日常生活にハチ類の被害が危惧される場合で次の各号のいずれにも

該当し、駆除業者に委託を行うものとする。 

(1) 駆除すべき場所が町内であること。 

(2) 駆除すべき場所が自己の居住する住宅の敷地内であること。 

2 前項に定める場所の他、町長が適当と認める場所。 

(助成金額) 

第4条 助成金額は、駆除費用の50％以内とし、10,000円を限度とし、その助成は一世帯に

つき年2件までとする。 

(対象となる期間) 

第5条 ハチ類の駆除対象とする期間は、4月1日から12月31日までとする。 

2 会計年度を超えて助成金の申請をすることはできない。 

(助成金の申請) 

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、多気町ハチ類駆除助成金交付申請書兼請求書

(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。 

(1) 多気町ハチ類駆除領収書兼作業証明書(様式第2号) 

(その他) 

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 
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附 則 

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。 

附 則(平成25年4月1日告示第48号) 

(施行期日) 

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。 

附 則(平成27年10月1日告示第146号) 

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。 
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様式第1号(第6条関係) 

様式第2号(第6条関係) 

 


